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「災害などのリスクと経済政策」勉強会 2006 年度 第 1 回 
 
 
開催日：2006 年 10 月 31 日（火） 
 
プログラム：「巨大災害リスク特有の諸問題とリスクマネジメント」 
講師：京都大学防災研究所 社会防災部門 多々納 裕一 教授 
 
 
１．資産集積と自然災害 

図表１はミュンヘン再保険会社が毎年発行しているサマリーに掲載されている図表であ

るが、災害の発生件数が 50 年代～60 年代に比較して、80 年代～90 年代、90 年代後半と

増加してきていることがわかる。 
 

図表１：自然災害の発生件数 

 
 
また、図表２は災害の被害額と保険によってカバーされた損失額の推移を示したもので

あるが、これも発生件数と同様に増加している。 
 
 
図表２：自然災害による経済損失の増加 
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ここで、それぞれの伸び方を比較してみよう。60 年代と 90 年代を比較すると発生件数で

は、およそ 3 倍の増加となっている。この間の経済損失額は、2000 年価格ベースでおよそ

９倍の増加となっている。もちろん、その間の経済成長を考慮しても、この差異から世界

的には災害による被害大幅な増加傾向を示していることがわかる。この原因としては、資

産が被害を受けやすい地域に集中してきているということと、ミティゲーションなどによ

る努力が図られているものの、人口や資産の脆弱性も増加していることを挙げることがで

きる。 
 
 
２．災害とは何か 

 

図表３：災害の特色 

 
 
図表 3 では災害の特色を示した。災害の発生には、まず地震や水害といった「Hazard」

の存在がある。それに対して、空間上に分布している人口や資産において「Hazard」に晒
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されている部分を「Exposure」という。さらにこの「Exposure」の内、災害に強いものも

あれば、弱いものもあるが、例えば弱いものを「Vulnerability」が高いという。 
自然界の中でいくら地震などの「Hazard」が発生しても、被害の対象物が存在していな

ければ災害にはなり得ない。つまり、「Exposure」や「Vulnerability」の存在が災害の発生

に起因している。しかし、これらも元をただしてみると、人間がどういう決定をしてきた

のかということの結果であり、またその積み重ねでしかない。そのため、技術の研究も重

要であることに間違いはないが、人間の行動そのものを考えていくことも、極めて重要で

ある。この意味で、災害研究における経済学的なアプローチが必要となるのである。 
 
３．リスクマネジメントの手段 

図表４ではリスクマネジメントの手段の分類を示した。分類方法には色々な提案がなさ

れているが、代表的なものに以下の４つがある。それが「リスクの回避・予防」「リスクの

軽減」「リスクの移転」「リスクの保有」である。これらの方策の内、前者２つは直接的な

物的被害を減らしていくことに貢献する、いわばリスク発生の未然防止や軽減という「リ

スクコントロール」である。一方の「リスクファイナンス」は、リスク発生に対する金銭

的な備えであり、リスク移転を通じた被害の再配分や、復興資金が確保されることにより

災害が発生した後に速やかな復興が実現可能となり、間接的な被害を軽減するという効果

を持っている。 
 
図表４：リスクマネジメントの手段 

 

 
「リスクの移転」の代表的なものが保険である。また「リスクの保有」では、自家保険

やキャプティブなど金銭的な対策が多く挙げられているが、これら金銭的な手法以外にも、

保有の手段としてライフラインなどの災害耐性を強化するリスクコントロールのような方

法や、例えば 近のリアルタイム地震防災などを活用する方法もある。また、災害が発生

したら、早急に破損部位を発見し修復することで、如何に早く復旧するかという考え方も
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有効であるし、そのような早急な復興が実現すればその分被害は減少するため、「リスクの

保有」を決断後にどういった対策をとるのかの手段を検討することとなる。 
 
 
４．巨大災害の特徴 

第一に災害は稀有な事象である。そのため、人々は災害によってどういう被害がもたら

されるのかをイメージすることが難しく、また、発生確率などに関してもバイアスを持っ

てしまう傾向がある。さらにはミティゲーションをしてもその結果がどれだけ安全性につ

ながっているかという実感がなく曖昧性を強く感じてしまう。つまり、ある行為の結果が

いくつかの状態をもたらす可能性があるという「不確実性」の状況におかれるのであり、

こういった状況下では、情報の質・コミュニケーションの整合性が求められてくる。 
第二に災害は、空間的な相関性が非常に高いという特徴を持っている。この特徴が大規

模で局所的な被害をもたらす。 
実際の被害としては、例えば阪神淡路大震災では 6,000 人強が亡くなっているが、実は

交通事故などでも年間に 6,000 人が亡くなっている。防災投資ではこれらの事実を比較し、

毎年 6,000 人が亡くなるのと、１万年に一度 6,000 人が亡くなるという程度の違いを問題

視して、どちらに投資をするべきかという議論になりやすい。ここでどちらに投資すべき

であるか、という結論は簡単には出せないが、まとめて 6,000 人と、一人ずつ発生したも

のが積み重なって 6,000 人という結果には大きな違いがあるということは言えるであろう。

ただ、災害がこれら 2 つのいずれの性質をもっているとしても、リスク態度や認知リスク

を計量化し、それを用いて防災のリスクマネジメント施策の評価をしていくことは重要と

なってくる。 
 
 
５．災害の稀有性と認知リスク 

図表５は災害が稀有であるという特徴を反映して示した認知リスクに関する図表である。

横軸は年間の統計上の死者数が示され、縦軸には各災害によってどの程度の死者が出ると

予想できるかというアンケート結果を示しており、認知リスクに関して図表のような傾倒

的な曲線が描かれた。もし、正しい認知がなされているとしたら、認知リスク（横軸）と

実際のリスク（縦軸）は一致するはずであるから、アンケートの結果は４５度線上にプロ

ットされるはずである。 
 
図表５：認知リスクと実際のリスク 
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しかしながら、実際には、図表のような曲線が描かれる。この結果は、実際のリスクに

対して傾倒的にリスク認知のバイアスが生じているということを示している。つまり、実

際には頻度の低いもの、あるいは死者数の低い災害ほど、逆に大きめに捉えられている傾

向があり、一方では実際に年間死者数が多いものが低く捉えられているのである。この傾

向は、各国で行われた同様の調査でも確かめられている。 
また、実際の統計値が 10,000 から 100 まで激減したとしても、認知としては 5,000 から

300 程度への減少と、その幅が割り引かれてくる。つまりリスクの改善も、実際よりも割り

引いて見積もられやすいということもこの図は示しているのである。 
 
 
６．災害の巨大性・集合性 

大規模災害のリスクの特殊性として、巨大性、集合性が挙げられる。これがカタストロ

フ・リスクと呼ばれる所以である。図表６は自動車などの交通災害と、地震などの自然災

害の時間の推移と累積被害の違いを示している。 
 
図表６：大規模災害リスクの特殊性 

 
 
全国で毎年ほぼ安定的に発生している自動車事故の統計であれば、図表６の左側のグラ

フのようにほぼ直線的となり、発生率そのものも余り大きく変化はしない。これに対して、
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地震のような災害の場合は、平常時は何もないが、一度発生すると大きな被害が発生する

ため、右のグラフのような形を示す。 
また、交通災害では大数の法則が成り立つが、自然災害では大数の法則は成り立たない。

そのため、交通災害などは一義的には保険会社が、多くのリスクを集めてしまうことによ

って分散を限りなく０に近づけることが可能になり、保険料も期待値あるいはそれ以上の

水準で設定していれば大きなリスクはない。一方、地震リスクのような場合は一度発生す

れば期待値を大きく上回り、保険会社が破綻してしまう可能性も含んでいる。したがって、

保険会社も 初から何らかの蓄えを持つか、保険料の割り増しを行うなどの対策が必要と

なってくる。こういった観点から 近は、伝統的な再保険のみならず、保険の証券化など

によって空間的な分散化や時間的な分散化を実現しているものの、リスクの制御という面

では未だ難しい部分が多いといわれているのである。 
そのためリスクの軽減（リスク・コントロール）や分散（リスク・ファイナンス）とい

った手段を如何にデザインするかということが重要となってくる。リスクコントロールに

よって損失全体のパイを物的に縮小し、リスクファイナンスによってリスクを第３者に分

散するといった二つの手段を組み合わせることで、配分と全体の量を制御し、より管理し

やすいリスクとするようなリスクマネジメントが求められてくる。 
 
 
７．リスク認知について 

大災害は発生が低頻度であるので、経験や学習によってリスク認知を高めるとことが容

易ではない。そのため、誤差との関係もあるが、好ましくない事象の生起は偶然であると

認知をし、無視をしてしまう傾向がみられる。そこで、この傾向を図示するために図表 5
における縦軸を主観リスク、横軸を客観的リスクと読み替えると、直線近似するとすれば、

45 度線に対して図表 7 のような斜線が描かれる。 
 
図表７：客観的リスクと主観的リスク 
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ここで q~ は、 となっており、線形和である。そして、 を直線の勾配とおき、

斜線と 45 度線の交点を初期に持っていたリスクであると仮定すると、「合理的な学習」と

言われているベイズ学習のモデルと整合的となる。いま、イベントは、パラメータの分布

がベータ分布 であるような二項分布に従って発生する。つまりｎ期間内に何回かの事

象が生起する確率が二項分布に従うとすると、初期の信念と更新された信念、そしてｎ期

間の内に観測された事象の生起回数 ns をウェイト付けする形で、新しい信念が決まるとい

う関係は次式のように示される。 

 
 
この式は、事前の信念a（事前の主観的な生起確率）と、情報提供された情報 q（客観的

な生起確率）との線形結合で、学習を通じて形成された事後の信念 q~ （事後の主観確率）

が定まることを示している。ここで、 は、事後の信念q~ における初期の信念a と提供され

たリスク情報 q の相対的なウエイトを与えている。 が無限大の時には、提供された情報に

対する信頼度が 100％、また が 0 の時には、提供された情報を全く信じないという状況を

示している。 
 
 
８．居住地選択におけるリスク認知 

図表８は私たちが過去に行った研究である。中心に都心（CDB）があり、左側が災害に

対して脆弱な地域、右側が災害に対して安全な地域であり、ここで居住地選択の問題を扱

う。この時、事前にはどちらの地域に住むべきかという情報がないため、どちらに住んだ

としても同じであるという初期の信念を持っているとする。また、災害に対しては、発生

確率ではなく、災害が発生したときの脆弱性に対して初期の信念を持っていると仮定して

いる。 
 
図表８：居住地選択におけるリスク認知 
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まず、図表 9 の左図のように脆弱な地域では確率ｐｑで被災する可能性があり、安全な

地域では被災する確率が 0 とする。そして、その脆弱性に関する情報を提供した後の状況

を描いたものが右図である。 
 
図表９：情報提供とリスク認知 

  

 
情報提供によって、初期の信念が更新される。しかし、その情報を完全に信じる人ばか

りではないため、図表 9 の右図の様な式を用いた。この状況下で、どういった立地の均衡

が生まれるかというのを都市経済学の手法で計算する。この時、一番高い地代をつけた人

が立地をする、また、全員が都市内に住み自由に立地を選ぶことが出来るという条件を設

定し、均衡する土地の配分を決定する。その配分結果が図表 10 である。 
 
図表１０：情報の信頼性と地代 
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黒色のライン（ ＝０）が初期であり、情報が全く提供されていない状況を示している。

なお、これは提供された情報を全く信じない、すなわち、 ＝０の場合の地代曲線でもある。

この曲線から、地代はこれらの場合には CBD の両側に対称な形で実現することがわかる。

一方で情報が完全に信じられる場合（完全情報の場合）が、青色のライン（ ＝∞）である

が、図表を見てもわかるように均衡では危険なエリアであっても居住を選択する人々が存

在している。しかし、居住者数は少なく、地代も安い。対して、安全な地域では居住者数

も多く、地代も高くなる。そして、境界が CBD であるので真ん中で地代にはギャップが生

まれる。赤色のラインは情報への信頼度が十分でなく、認知リスクにバイアスが生じてい

る状況での地代曲線を与えている。情報への信頼度が高ければ高いほどギャップが大きく

なり、安全な地域と災害に対して脆弱な地域とで地代の差が際立つてくるという状況が生

み出されることがわかる。 
このような状況、つまり が無限大ではないというケースでは、認知リスクにバイアスが

存在している。このモデルはどこを居住地として選択しても個人の自由であるという設定

であるので、個人はどちらに居住しても同じ効用を得ることが出来る。したがって、値だ

けで見るならば、脆弱な地域に居住していようが、安全な地域に居住していようが、住民

は等しい効用を享受しているし、自ら居住地を変更しようという誘引は存在しないことに

なる。しかし、現実には立地位置によって享受できる効用は異なる。これは、人々が状況

をきちんと認知していないために生じるのである。 
いま、認知リスクにバイアスがある場合に、均衡において家計が客観的にどの程の効用

を得ることができるのかを検討しよう。このモデルでは、災害が発生し被害を被っている

状態（被災状態）とそれ以外の状態（平常状態）の２つの状態が発生しうる。まず、第一

に指摘すべきことは、実際の状態の生起確率は、バイアスを有した主観的なリスクに従う

のではなく、客観的なリスクに従うということである。もちろんこれらの状態は立地場所

に依存する。安全な地域は、設定上、常に安全であり、確率１で平常状態にある。一方、
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脆弱地域では、確率 pq で被災状態、確率 1-pq で平常状態にある。しかしながら、認知リ

スクのバイアスが存在する場合には、安全な地域における被災確率が高めに認知され、脆

弱地域の被災確率が低めに認知される。 
第二に指摘すべきことは、家計が実際に享受する状況依存的な効用は認知リスクに依存

した均衡に依存するということである。この場合、安全な地域に居住する家計は、実際の

安全性を割り引き、多少の災害リスクの顕在化を懸念しているために、完全情報の場合（こ

の例では、安全な地域での被害の発生確率＝０となる）に比べ相対的に低い地代を負担す

ることになる。また、災害脆弱地域に居住する家計は、災害リスクを相対的に低く見積も

るために、完全情報の場合に比べて、相対的に高い地代を負担している。 
後に、両地域に居住する家計の厚生は家計が実際に享受する状況依存的な効用と実際

の状態の生起確率とをもとに構成されるということである。以上の考察に基づけば、現象

の再現に関しては主観的なリスクに基づく評価を行い、その結果もたらされた配分結果の

厚生分析を実施する際にはリスクのみを客観的なリスクに置き換えて厚生指標（期待効用）

を再構成するという方法が構成される。実際の現象には主観的なリスクに基づいた各人の

選択が存在しているため、現象の再現という意味では主観的なリスクをモデルに反映する

必要はあるが、実際の施策の評価ではそのモデルでは誤った結果が生じる可能性があるた

め、認知リスクを客観リスクに補正する必要がある。このような方法を採用すれば、認知

リスクにバイアスが存在する場合には、均衡において安全な地域の住民の方が高い厚生を

得ていることや、脆弱性の差が縮まれば客観的な厚生水準は両地域ともに高まるといった

ことが示される。 
また、認知リスクが存在している状況では、補助金や税金、さらには情報提供をしなが

ら効率的な土地利用を実現しようとしても、個人の思考の中まではコントロール出来ない。

このため、人々をせっかく良い土地利用、つまりは客観的に良いとされる土地利用の状況

に置いたとしても、個々人の主観的なリスク認知には差異があるため、そこから移動しよ

うとするインセンティブが残ってしまう。そのため、結果的には 適な状態に安定的な均

衡を実現することができない。このため、間接的な手段では効率的な土地利用が実現でき

ないことを示すことができる。 
都市経済学などでは市場に任せておけば市場の競争原理によって効率的な土地利用が実

現されるようになるといわれている。ところがこれも実際には、認知リスクのバイアスが

存在すると都市内の土地利用に関する直接的な規制などの方が意味を持つようになるので

ある。また、このことは同時に、リスクコミニュケーションやステークホルダーの参画な

どの重要性を示唆する結果となっている。これらの施策は、リスク認知のバイアス自体を

軽減させる施策である。それは、これらの施策の実施を通じてバイアス自体を軽減するこ

とが出来れば、市場の原理によって効率的な状況が生まれてくる可能性が高いからである。 
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９．２段階リスクとカタストロフリスク 

災害リスクのもう一つの特徴である空間的な相関性が、災害の被害を同時に発生させ、

また、大きくする。これはつまり「Exposure」の増大に伴って被害も拡大するということ

でもある。 
小林・横松（2000）では、図表 11 のような 2 段階のくじを用いて、この特徴を表現して

いる。これは、被害規模が人口と独立ではないということを示し、リスクを国全体でまと

めても無くなるわけではない、つまりプーリングによる分散を期待することは出来ないと

いうことと同意でもある。 
 
図表１１：2 段階のくじとしてのカタストロフリスク 

 
 
2 段階のくじでは、まず壺の中からＮ個のボールを選び出す。このＮ個というのは災害で

被災する人数を示しているのだが、つまりは、まず被災するエリアを選択することになる。

そして第二段階でどの人がどの程度被災するのかということが決定する。つまり、まずは

ハザードを選び、その後に Vulnerability が違うことによって被災の状況が変わってくると

いうイメージのモデルである。 
 
 
１０．ミティゲーションの測定 

（１）効果の測定方法 

ミティゲーションの効果はどのようにして測るのか。例えば家計の支払い内訳をミティ

ゲーションなどを考えずに単純にみると、次式のようになる。 
 

 
 
これはリスクの存在する状態を、期待効用で表している。Ｌは Loss、 はあるイベント、
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ｙは所得、ｕは効用を示している。これをリスクが存在しない状況での効用値と比較し、

確実性がある場合は、所得は若干低くても良いということで を引くと、等しくなる場合が

ある。この時の期待被害額と の和を「確実性等価」といい、 をリスクプレミアムという。

家計が危険回避的であれば、リスクプレミアムは ＞０となる。 
ミティゲーションをすれば被災リスクは減少する。つまり、期待被害額が減少する。で

は期待被害額の減少分だけを測定すれば良いのか、それともそうではないのか。 
期待被害額のみを測ればよいのであれば、危険回避度やリスクに対する態度などという

ものは関係がないということになる。これに対して期待被害額だけを測るのでは問題があ

るというのであれば、リスクプレミアムを加味してくる必要が生じる。リスクプレミアム

は家計の危険回避性向やリスクに対する態度を反映しており、結論として測定にはリスク

プレミアムを活用していかなくてはならないと考えている。 
リスクプレミアムを使う必要がないという理論の代表格が、Allow-Lind 定理である。こ

の定理では公共プロジェクトの評価は確実性等価を利用する。また大規模なプロジェクト、

つまりプロジェクトの実施によって便益を享受する世帯が非常に多いようなプロジェクト

の場合は、政府はすべてのリスクをプール出来るため、危険分散を図ることが可能となる

のでリスクプレミアムなど考慮する必要はなく、期待値の変化分だけを考慮すればよいと

している。 
しかし、この定理はプロジェクトがもたらす不確実な利益（被害）は家計数に依存しな

いという前提で導かれたものである。そのため、プーリングすることによってリスクが消

滅するような場合にはこの定理は正しいといえるかもしれないが、災害の場合は Exposure
が 初にあって、それがどの Hazard によって影響されるかによって大きさが決まってくる

ので、災害の影響の大きさが家計数に依存せずに決まることはない。それは、そこに何人

いるかとか、そこに何があるかなどによって決まってくるので、Allow-Lind 定理の前提そ

のものが成り立たないはずなのである。災害リスクはカタストロフなリスクであるので、

家計数に依存しているし、政府といえどもプーリングによって、完全に分散をゼロにする

ことができない。そのため、プーリング後も確実性等価にはリスクプレミアムの効果が残

る。よって家計の危険回避の程度を便益の計量化に反映することが必要という結論になる。 
 

（２）実際の測定事例 

では実際に測定したリスクプレミアムを計量化した二つ事例を紹介する。一つは大阪府

を対象とし、認知リスクとリスク態度（危険回避度）を同時に推定したもので、もう一つ

は城陽市を対象に、リスクの態度と曖昧性回避度を同時に推定した事例である。 
 
1. 認知リスクと危険回避度の測定事例 

まず前者の事例では、大阪府下の 3,000 名程度を対象とし、CVM を用いた自然災害リス

クに対する家計のリスクプレミアムの計量化を測定した。まずハザードマップを提示した
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家計としない家計をつくり、これに対して、保険のスキームを提示し、保険を購入するか

しないかということを確認した。図表 12 がその Test の流れである。 
 
図表１２：リスク態度と危険回避度 測定事例 

 
 
図表 12からもわかる通り、Test１では確率に関する情報は何も与えていない。対してTest

２では、地震の発生確率を 0.5 もしくは 0.05 として与え、また発生する災害の情報に関し

ても震度７の地震が発生するとして与えている。これらの Test を同じ被験者に行うことで、

リスクに対してどういった認知を行うのかということを見ると同時に、危険回避度を測定

した。 
 
図表１３：属性変数の説明 
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Test においては、図表 13 にあるように、多くの属性変数を測れるようにアンケートを設

計したが結果としてはあまり効かなかった。その結果が図表 14 であるが、ほぼ効いている

のは定数項だけである。 
 
図表１４：測定結果 
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終モデル同時推定とは、人々の災害に対する主観的リスク、つまりどのくらいの確率

で地震が起きるかということを居住地域においてどの程度として捉えているかということ

と、リスクに対してどの程度のプレミアムを持っているかという危険回避度を同時に説明

している。 
この時の回避度は、絶対的リスク回避度が 0.0424 となっており、ほとんどない状態に近

い。また、客観的リスクの水準について私は、上町断層の存在などを鑑みたとしても 1/1,000
オーダー程度であると考えていたが、実際にプレミアムの計算をすると、推計値は 0.06 と

なっていた。 
ではリスクプレミアムはどの程度か。それは、リスクプレミアムと期待被害額の比率を

見るとおよそ１程度というのが、どのケースでも算出されている（図表 15）。そして、この

ケースの場合では安定的に、丁度 2 倍程度のリスクプレミアムがあるという推計結果が出

ている。したがって、この結果が常に成り立つのであれば、防災投資を行った際に、期待

被害額の軽減額で便益を測定すると、それの概ね 2 倍程度までは便益として判断してもよ

いと考えることもできる。 
 
図表１５：代表的家計のリスクプレミアム 

 
 
測定結果では認知リスクは客観的リスクと比較して大きいという数値が出てきている為、

人々の行動がどのようにして決まるのかということをこのモデルによって検討しても良い

であろう。しかし費用便益分析など、施策を行ったら人々が居住地を変更するかとか、保

険により加入するようになるかなどの検討は、主観的リスクに基づいたモデルで検討する

方が実態に沿った結果が得られやすい。そして、逆にその結果を評価するときは客観的リ

スクに基づいたモデルの方が良いと考えられる。なおこのケースでは、危険回避的でリス

クプレミアムは期待被害額とほぼ同程度となる。 
 
2.リスクプレミアムと曖昧性回避度の測定事例 
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では次に同時に曖昧性を推定した事例を紹介する。これに先立ってまずは地震保険の加

入率が低い理由を考える。この理由の一つとして、まず認知リスクが小さいという説があ

る。これは、地震保険加入率の低さを主観リスク<客観リスクに求め、仮にこの論理が正し

ければ、人々が保険に加入しにくくなるという考えである。しかしながら、この説は、先

ほどまでの事実と整合しない。先ほどの事例では、家計は被災確率をかなりの程度高く認

知していると見るべきで、被災確率を割り引いて認知しているとはいえないからである。 
私たちは認知リスクが客観的リスクよりも高いにもかかわらず、保険の購入が躊躇され

る理由として、家計が認知する「あいまい性」をあげることが出来ると考えている。保険

に加入したとしても、被災の程度がどのように判定されるのか？自分の家の脆弱性はどの

程度か？どのような強さの地震動が実現するのか？このように、地震保険加入に際して家

計は不確定な知識の下で意思決定を迫られる。知識が不確定な状況下では、その結果生じ

るあいまい性を回避するため、家計は悲観的な予想に基づいて行動をすることが行動経済

学などの分野で確認されている。ここでは、この「あいまい性」回避行動を明示的に考慮

して、保険購入の行動を分析し、あいまい性（回避）プレミアムやリスクプレミアムを実

際に計量化した事例を紹介したい。  
また、保険に加入しない他の理由としては、「逆選抜」や「流動性制約」などをあげるこ

とができる。「逆選抜」は、高リスクの地域の人ほど保険加入率が高いために、同じ保険料

では低リスクの地域の人が加入しないというものである。さらに、「流動性の確保」を選好

するという観点もある。保険は地震保険であれば、地震にしか使えないというように用途

を限定してしまうが、現金で保有すればより高い流動性が確保できる。これはミティゲー

ションについても同様であり、耐震化を行ったとしても、地震が起きるまではその機能は

役に立たないということになる。そういった意味の流動性や柔軟性が失われるということ

が、保険加入に影響を及ぼしているはずである。これらの点については、今後より詳細な

研究が必要であろう。 
以下のケースでは、保険金の支払いがどのように行われるのかということが明確でない、

保険に加入しても必ず保険金が支払われるのかという不安があったとした場合に、それが

どの程度の影響を与えているのかということを検証することで、曖昧性プレミアムを推定

した。 
支払いの判断基準が不明確であるという設定を奇異に感じられる方もおられるかもしれ

ない。しかしながら、われわれは、以下のような理由でこの設定は現実味を持った設定で

あると考えている。情報の非対称性のために査定基準は保険会社しか知らないなどの状況

の中で、人々は全壊とはこの程度であろう等の個人の想像を持った上で保険に加入してい

るはずである。しかし、いざ災害が発生し、自分では全壊だと思っていたが保険会社には

半壊や一部損壊と判断されてしまったとする。さらに、そういった話をテレビなどで見た

りすれば、保険なんて入っても役に立たないという考えを抱いてしまうであろう。このよ

うに、人々は期待した保険金が支払われない可能性をも考慮して意思決定をするものと考
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えるのである。 
よって実際に保険金不払いのリスクの確率が非常に小さくても、曖昧性があることによ

って、不払いのリスクが存在することを（過大に）評価してしまい保険に加入しなくなる。

これは言い方を変えれば、人々は曖昧性を嫌うということであり、曖昧性プレミアムがど

れくらいあるのかを測ることとなる。 
 
 
１１．曖昧性プレミアムの測定 

 
図表１６：測定アンケート概要 

   

 
図表 16 のようなアンケートを行った。このアンケートでは仮想状況として、1,000 万円

の住宅に居住し、その他に、2,000 万円の建物以外の資産を保有しているとする。また、25
年間に 5％の確率で震度 7 の地震が発生するリスクが存在し、さらに地震発生時には住宅が

全壊する確率が 50％、半壊する確率が 50％という条件を与える。 
これに対して、図表 17 にある完全補償の保険が存在すると仮定する。この保険では全壊

の時に修復費用が 1,000 万円の損害に対しては 1,000 万円まで受け取れ、半壊で修復費用

が 500 万円の損害に対しては 500 万円まで受け取れる。この時に年間保険料がいくらまで

であれば、保険を購入するかということを調査した。 
一方で、保険金不払いリスクがある保険も想定し、ここでは不払いになる確率を 1、5、

10%として完全保証の保険の場合と同様の質問をしている。不払いのリスクとは ％で保険

金を受け取れないとか、全壊の場合でも保険金が 500 万円になってしまうようなケースも

あるという想定のことである。 
 
図表１７：完全補償の保険と不払いリスクのある保険 



 18

  
 
アンケートの単純推計としては、抵抗回答を別に除いているが、０という回答が多く見

られた。また、完全補償の保険と、不払いリスクのある保険では大分分布の様子が異なり、

完全補償の保険の方が、支払い意思額が高くなっていた。 
 

図表１８：単純推計と分布 

   
 
また、推計結果としては、色々な説明変数が有意になっている。これによると、切片や

年齢、さらには教育水準や雇用の有無などが、危険回避度を説明する変数として存在して

いることが分かる。危険回避度は、完全補償の場合で、およそ 1.62 と危険回避的な結果と

なった。これに対して、0～1,000 までの支払い意思額を含んで推計した場合では－17.176
という結果が出ており、危険愛好的な結果が示されている。 
 
図表１９：推計結果 
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しかし、この結果は正当性が低いように思われる。なぜなら、保険を購入するか否かを

質問しているのに、賭けことをするかしないかという質問に類似した結果だからである。

また推計結果は、危険を回避するような選択をしていないことも示している。つまり、危

険があるような土地にいるのだから保険を購入した方が得であるにもかかわらず、保険を

購入しないということだ。それは、保険を信用することが出来ていないからであろう。ま

た、分布における 0 円の結果を外してみたとしても、不払いの確率がある場合は－2.483 と

マイナスの結果となり、購入しないことを選択することとなる。これが「曖昧性」である。 
 
まず人々に対してどの程度不払いがあるかということを提示する。そして提示された内

容から、各人は自分にとっての割引を独自の判断で変化させて認識する。そこで、その結

果を次式を用いて推計する。またこの時 （本来の主観的なものからどの程度ずれが生じ

ているのかを示す）も同時に推計する。これは曖昧性の回避の度合いを示す。なお、その

結果が図表 20 である。 
 

( ) ( )( ) ( )

確率分布の閉凸集合:

min
C

sdpsfufV
SCp
∫

∈

=  

 
図表２０：ＭＥＵの推定結果 
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これを見ると 1%、5%、10%と変化するたびに、Estimation of  係数の値が大きくな

っている。これが大きくなるというということは、曖昧性の回避の程度がより大きくなる

ということを表しており、曖昧性が高くなるほど、人々からは避けられる傾向が強まると

いうことがわかってくる。この結果をもう少し分かりやすく整理したのが図表 21 である。 
 
図表２１：Subjective probability 

 

 

を 1%とした時に、 をそのまま利用して客観リスク変更すると 0.00205%となる。対し

て主観的に評価する、つまり曖昧性を考慮して確率を動かすことを認めると、0.2104%とな

り、オーダーはこの場合であれば 100 倍程度と２つも上がっている。また が５％であれば

25 倍、 が１０％の場合は 14 倍と、悲観的な方向へ振れやすいということもわかる。 

そこで、これと先程の曖昧性の回避の度合いである も活用して、保険に対する支払い

意思額を計算した。その結果が図表 22 である。この結果によると、 ＝１％→５％→１０％

と曖昧性が増加していく場合では、曖昧性のプレミアムはマイナスの絶対値が増加し、期

待被害額への判断は が増加するに従って減少している。つまり、保険に加入しても期待被
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害額がどんどんと減少していくのである。これに対してリスクプレミアムは若干の減少を

するものの同じ水準を保つという傾向を示している。 

 

図表２２：Ambiguity premium 

 

 

また全体としては、期待被害額にリスクプレミアムを足して便益を見れば良いという考

えに対して、曖昧性がある場合には曖昧性がマイナスのイメージを与えることにつながる

ため、その分価値が減少する。そのため保険において曖昧性が存在することの影響は大き

いということがわかってくる。 

このように曖昧性は意思決定において、重要なファクターになっている。主観的に計算

されるリスクは曖昧性を定式化したモデルで表現することも出来るかもしれない。また、

たとえ極めて小さい査定リスクでも保険の価値を大きく減ずることもある。よって、曖昧

性の軽減の効果は大きく、曖昧性を減らす施策が重要になってくるのである。 

これはつまり、「こうしたら、こうなる」ということを保証してあげることであろう。そ

れは、例えば耐震改修を行えば必ず助かりますとか、このレベルまで耐震化すれば家は潰

れません、などというアドバイスを行うことである。要するに、不確実性の部分を減少さ

せ、またはそのプロセスを明確化することが効果を発揮するのである。 

 

 

１２．最後に 

今回の講演では、災害リスク管理施策の経済評価を中心として話をした。 

まず１点目としては、災害リスク管理施策の経済評価には通常確実性等価というものが

使われるが、その際には Allow-Lind 定理が成り立たないので、リスク態度に基づいてリス

クプレミアムを反映させた方が良い。 

2 点目は認知リスクにはバイアスが存在しているので、行動の結果から現象を再現しよう

とすることは可能かもしれないが、そのまま便益を評価しようとすることには問題がある。

結果の評価には可能な限り客観リスクで補正することが大切となる。 
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そして 後に曖昧性や不確実性が非常に大きな影響を及ぼすということである。よって

これらの軽減を考えることが重要であり、制度を如何に透明なものにするのか、あるいは

第三者機関などを活用して市場の力でも対応できる仕組を如何にして作り上げるかが求め

られる。そしてそのための手段としてリスクコミニュケーションを活用することも有効と

なってくるであろう。 
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